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監理技術者講習における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

今般、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基

本方針」（令和 2年 2月 25 日決定）が決定され、「イベント等の開催について、現時点で全

国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対

して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況

等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する」こと等の方針が示されておりま

す。 

本基本方針の内容を踏まえ、少なくとも令和２年３月末までに実施予定の建設業法（昭和

24 年法律第 100 号）第 26条第 4項に規定する監理技術者講習については、講習の実施がや

むを得ないと考えられる特別な事情が存する場合を除き、それ以降に延期又は下記に示す

自宅学習の方法により実施されるようお願いいたします。なお、建設業法第 26条第 4項の

規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその

日の前５年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない（建設

業法施行規則第 17条 14）こととされていることを踏まえ、５年を超過する者が生じること

のないよう適切に実施されるようお願いいたします。 

なお、本措置については感染の状況等を踏まえ変更する可能性があることを申し添えま

す。 

 

記 

 

1. 以下の方法により、自宅学習による講習を実施する。 

（１） 講習は、教材を用いた自宅学習及び試験により行うものする。 

（２） 登録講習実施機関は、受講者本人に対し、教本等必要な教材、試験用紙、学習報告

書の様式を送付するものとする。 

（３） 講習を修了した受講者は、登録講習実施機関に対し、解答済みの試験用紙及び学習

報告書を送付するものとする。 

（４） 学習報告書は、使用教材、学習日時、受講者の署名を記載するものとする。 

（５） 登録講習実施機関は、受講者から送付された解答済みの試験用紙及び学習報告書



 

を確認し、建設業法施行規則様式第 25号の 3によるラベルを送付するものとする。 

（６） 登録講習実施機関は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、質問用紙を 2.と

併せて送付し、5.のラベルと併せて回答を送付するなど、適切に応答できる体制を

確保するものとする。 

 

2. 令和２年３月末までに実施予定の講習について、別紙様式により、当初予定の日時、会

場（変更の場合）並びに受講者数及び変更後の実施方法を３月１０日までに報告してく

ださい。 

以上 

 


